
マニュアル案への委員等の意見とその対応 
 

番号 会議別 意       見 対       応 

１ 検討会 
（第１回） 

○マニュアルの見直しにあたっては、フェーズごとの対応

の変化や空間的スケールを落とし込めるようなシナリオの

想定が重要。 

○想定は実態に即したものとなるよう、原因物質

が不明な場合（その後判明した場合を含む。）と

し、その場合の一連の消防活動を時系列に整理

し、段階ごとに、また、面的なイメージができる

ように記載した。 
【第３章第１節「消防部隊の活動範囲と消防活動の内容」Ｐ５５

～】（活動範囲のイメージ図を記載） 
【第３章第２節「消防活動の実施要領」Ｐ５９～】（時系列に整理

した消防活動を段階ごと又は区域ごとに記載） 

２ 検討会 
（第１回） 

○特殊災害への対応において特殊資機材は必須であり、マ

ニュアルは特殊資機材がある状態を前提として作るべき。

また、特殊資機材を持っていない消防本部に対してどのよ

うなアドバイスを与えるのか明確にすべき。 

○必要な消防部隊と資機材、保有していない消防

本部における確保方策を記載した。 
【第２章第１節「通信指令部署の対応」Ｐ４３～】 

３ 検討会 
（第１回） 

○ＮＢＣ災害において、個人防護装備があればかなりの活

動が可能であるため、各消防本部の個人防護装備の能力や

スペックを踏まえるべき。また、不測事態への対応の観点

が重要。 

○上記に加え、不測事態として、危険区域内にお

ける安全措置や緊急退避、最先着隊がレベルＤ活

動隊であった場合の活動について記載した。 
【第３章第２節「消防活動の実施要領」Ｐ６２・Ｐ７８～】 

４ 検討会 
（第１回） 

○ＩＡＥＡの基準等の数値だけを参考に示すのではなく、

その基準を用いて運用すれば、現場の職責を全うできると

いうようなものになれば意義深い。 
○Ｎ分科会担当事項 

５ 検討会 
（第１回） 

○ＮＢＣ災害のような特殊災害においては、消防機関だけ

で基準を作って運用しても消防だけでは動けないため、受

け皿となる医療機関や他の関係機関との整合性が重要。 

○関係機関との調整と現地調整所への担当官の

派遣について記載した。 
【第２章第２節「消防本部における化学災害又は生物災害時の対

策本部の設置」Ｐ４９】 

６ 検討会 
（第１回） 

○諸外国の事例だけでなく、福島原発事故での解決すべき

課題に応えられることが重要。 ○Ｎ分科会担当事項 
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７ 検討会 
（第１回） 

○装備の有無だけでなく、昼間や夜間の場合の対応能力の

違いも考慮すべき。 

○消防部隊は昼夜を問わず、一定の部隊が待機し

ていることから、共通事項として必要な消防部隊

と資機材、保有していない消防本部における確保

方策を記載した。 
【第２章第１節「通信指令部署の対応」Ｐ４４～】 

８ 検討会 
（第１回） 

○活動に必要な情報を現場の職員まで十分に周知できるよ

うなシステム作りも重要。 

○消防対策本部、現場指揮本部、関係機関の役割

と連携について記載した。 
【第２章第２節「消防本部における化学災害又は生物災害時の対

策本部の設置」Ｐ４７～】 

９ 検討会 
（第１回） 

○検討会の成果を現場職員等に伝達するため、委員各位に

も協力していただきたい。 － 

１０ 分科会 
（第１回） 

○各活動における必要最低限の部隊数を設定した場合１８

隊８４名が必要となるが、活動内容に応じた効率的な部隊

編成は１０隊４４名となり、規模的には政令市、中核市で

は編成可能である。これだけの隊が出動しなければならな

いと認識した時点で、小規模消防本部が思考停止になるこ

とが危惧される。それをこのマニュアルの中でどのように

払拭すべきか工夫が必要。 

○必要な消防部隊と資機材、保有していない消防

本部における確保方策を記載した。 
【第２章第１節「通信指令部署の対応」Ｐ４４～】 

１１ 分科会 
（第１回） 

○人数が揃わない場合にやることやらないこと、応援隊が

来るまでに時間がかかるときに優先順位や手順を明記すべ

き。 

○最先着隊がレベルＤ活動隊であった場合の活

動について記載した。 
【第３章第２節「消防活動の実施要領」Ｐ７８～】 

１２ 分科会 
（第１回） 

○他機関との情報共有のための現地調整所への派遣要員に

ついて明記することが望ましい。 

○現地調整所への担当官の派遣について記載し

た。 
【第２章第２節「消防本部における化学災害又は生物災害時の対

策本部の設置」Ｐ４９】 

１３ 分科会 
（第１回） 

○現地調整所の目的はあくまで調整と情報共有、いずれか

の機関が指揮するわけではない。 － 
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１４ 分科会 
（第１回） 

○現地調整所の調整要員の確保については、空港対策マニ

ュアルを参考にすべき。 

○現地調整所への担当官の派遣について記載し

た。 
【第２章第２節「消防本部における化学災害又は生物災害時の対

策本部の設置」Ｐ４９】 

１５ 分科会 
（第１回） 

○化学災害事案は、事案進展のスパンが短く、生物災害事

案は、潜伏期があるため事案進展のスパンが長い（毒素に

よる災害を除く。）。同じ時間軸で対応を考えないようにマ

ニュアルに記載すべき。 

○「第２ 生物テロ災害」、「第３ 生物剤」の中

で潜伏期間について記載した。 
【序章第３節「生物災害」Ｐ２０～】 

１６ 分科会 
（第１回） 

○消防が対応するのは原因が明確なときであるため、マニ

ュアル冒頭に明記しておく必要がある。 

○「第３ 衛生主管部局（保健所）との事前調整」

の中で生物災害の対応における主たる所管が衛

生主管部局（保健所）であること等について記載

した。 
【序章第３節「生物災害」Ｐ２６】 

１７ 分科会 
（第１回） 

○顕性攻撃（overt attack）を仮定した方が分かり易いの

では無いか。 
○潜伏期間、主たる所管が衛生主管部局（保健所）

であること等について記載した。 
【序章第３節「生物災害」Ｐ１９～・２６】 

１８ 分科会 
（第１回） 

○何があっても対応できるオールハザードアプローチでま

とめることが必要。マニュアルのどこかで謳って欲しい。 

○想定は実態に即したものとなるよう、原因物質

が不明な場合（その後判明した場合を含む。）と

し、テロ、事故を含む一連の消防活動を時系列に

整理し記載した。また、オールハザードアプロー

チについて記載した。 
【第１章第１節「消防活動の主眼」Ｐ２８】 

１９ 分科会 
（第１回） 

○どのような装備があれば消防はどう対応するかシンプル

に考え、それに絞った方が分かり易い。 

○想定は実態に即したものとなるよう、原因物質

が不明な場合（その後判明した場合を含む。）と

し、テロ、事故を含む一連の消防活動を時系列に

整理し記載した。 
【第３章第２節「消防活動の実施要領」Ｐ５９～】 
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２０ 分科会 
（第１回） 

○医療機関への受け入れについて事前にとり決めておくこ

とが必要。 

○「第１ 消防対策本部の役割」の中で医療機関

等関係機関との事前確認の必要性について記載

した。 
【第２章第２節「消防本部における化学災害又は生物災害時の対

策本部の設置」Ｐ４９】 

２１ 分科会 
（第１回） 

○平成７年の地下鉄サリン事件のときと比較すると、検知

器具等は格段に整備されており、現在は、化学災害の原因

物質であれば、現場で推定可能なレベルにある。 
－ 

２２ 分科会 
（第１回） 

○感染性の物質については、現場で病原体が何かというこ

とを明らかにするキットや検知器は開発されているが、未

だ完全ではない。 
－ 

２３ 分科会 
（第２回） 

○部隊編成の基本的な考え方の中で、「化学災害又は生物災

害が発生し（疑いを含む。）、２人以上の曝露者がいる場合

に、消防部隊が各ゾーンにおいて実施する活動内容と、そ

れに要する消防部隊は表２-１のとおりである。」と記載し

ているが、２人以上の表現について、２人以上になるとこ

れだけの業務がいきなり発生するように感じられ違和感が

あるため、２人以上を、相当程度などに表現を変更すべき。 

○「相当程度の曝露者」に表現を変更した。 
【第２章第１節「通信指令部署の対応」Ｐ４５】 

２４ 分科会 
（第２回） 

○曝露者が（１）２人以上の出動部隊編成から（３）ごく

少数の出動部隊編成の順に記載されているが、記載の順序

を変更すべき。 

○記載順を「最低限必要な消防部隊」、「必要な消

防部隊を確保するための方策」、「すべての活動項

目が必要となる場合に必要な消防部隊」に変更し

た。 
【第２章第１節「通信指令部署の対応」Ｐ４４～】 
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２５ 分科会 
（第２回） 

○「化学剤検知器及び生物剤検知器を保有する消防本部は、

全国の消防本部のうち約１割程度、陽圧式化学防護服及び

除染シャワーを保有する消防本部は同じく３割程度という

状況である」という記述があるが、本検討会は消防・救助

技術の“高度化等”検討会であり、ＢＣ災害で使用する資

器材の充実について意思表示することも本会の責務ではな

いか。 

○検討会の報告書を「検討経過」と「マニュアル」

の２編構成とし、「検討経過」の中で資機材の充

実の必要性について記載する。 

２６ 分科会 
（第２回） 

○ホットゾーンの設定変更の中で、「適宜設定範囲の拡大、

縮小を実施する。」と記載されているが、設定した区域は災

害が収束に向かうのに伴い縮小していくのが基本的な流れ

だと認識している。場合によって拡大もあり得るのかもし

れないが、それが同列で表現されているのでもう少し適切

な表現で記載すべき。 

○「縮小を行うことが基本となるが、場合によっ

ては物質の特性に適した拡大を行う必要性につ

いて検討することもあり得る。」に表現を変更し

た。 
【第３章第２節「消防活動の実施要領」Ｐ６５】 

２７ 分科会 
（第２回） 

○例えば、LP ガスやプロパンということであれば、距離を

とらなければならないので、原因物質によっては、退避と

いう話も当然ある。それは原因物質の量、質、漏洩の形態

によって様々で、状況は常に変化すると記載すべき。 

○「第２ 現場管理・区域設定」の中で「物質の

特性に適した範囲は、漏洩などした物質の量、濃

度、漏洩等の形態により変化するので留意する必

要がある。」と記載した。 
【第３章第２節「消防活動の実施要領」Ｐ６５】 

２８ 分科会 
（第２回） 

○化学災害が発生した時に、ERGは原則として消防職員は考

慮するという記載をすべき。 

○「第２ 現場管理・区域設定」の中で「消防隊

員はＥＲＧに示される初期離隔距離及び防護措

置距離の活用について考慮する。」と記載した。 
【第３章第２節「消防活動の実施要領」Ｐ６５】 

２９ 分科会 
（第２回） 

○日本中毒情報センターは化学災害のみ情報提供ができる

旨を記載するとともに、国立感染症研究所は生物災害に関

係する情報提供ができる旨を追記すべき。 

○「化学災害時における公益財団法人日本中毒情

報センターから得られた回答」、「生物災害時にお

ける地方衛生研究所から得られた回答」に表現を

変更した。 
【第３章第１節「消防部隊の活動範囲と消防活動の内容」Ｐ５５】 
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３０ 分科会 
（第２回） ○安全措置と緊急退避の内容を切り離して記載すべき。 

○「第２ 現場管理・区域設定」の中で危険区域

内における安全措置と緊急退避に分割し記載し

た。 
【第３章第２節「消防活動の実施要領」Ｐ６２】 

３１ 分科会 
（第２回） 

○危険物質を取り扱う場合、各種法令に基づく届出がなさ

れる。各公共機関で保有する当該届出に基づく情報を集約

して、平素から危険物質に係るハザードマップを整備して

おくことを記載すべき。 

○検討会の報告書を「検討経過」と「マニュアル」

の２編構成とし、「検討経過」の中でハザードマ

ップの整備の必要性について記載する。 

３２ 分科会 
（第２回） 

○⑴化学災害及び生物災害（曝露から時間が経過し症状が

現れている。）の場合、⑵生物災害（曝露直後。潜伏期間が

あるため症状が現れない。）の場合で記載されているが、⑴

化学災害、⑵生物災害（曝露直後。潜伏期間があるため症

状が現れない。）の場合、⑶生物災害（曝露から時間が経過

し症状が現れている。）の場合の３つに分割し記載すべき。 

○「第４ ウォームゾーンでの活動」、「第５ コ

ールドゾーンでの活動」の中で１次トリアージ、

２次トリアージの留意事項として整理し、生物災

害の潜伏期間等について記載した。 
【第３章第２節「消防活動の実施要領」Ｐ６９、Ｐ７２～】 

３３ 分科会 
（第２回） 

○いきなり広い野原に突然、生物災害の症状が現れた患者

さんがまとめているわけではないので、一般の感染症の場

合と何ら変わることはない。本マニュアルには、最初にあ

くまでも白い粉事案等の顕性事案に対して対応するという

ことを記載すべき。 

○潜伏期間、主たる所管が衛生主管部局（保健所）

であること等について記載した。 
【序章第３節「生物災害」Ｐ１９～・２６】 

３４ 分科会 
（第２回） ○現地調整所の内容を詳細に記載すべき。 

○関係機関との調整と現地調整所への担当官の

派遣について記載するとともに、参考資料として

「NBC テロ対処現地関係機関連携モデル」を添付

した。 
【第２章第２節「消防本部における化学災害又は生物災害時の対

策本部の設置」Ｐ４９】 
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３５ 分科会 
（第２回） 

○イギリスの場合、救急は消防と別の組織になっており、

いわゆるイギリスの厚生労働省の管轄である。ハズマット

関係で調査するなら、HART（Hazardous Area Response Team）

という救命処置も含めてやる団体や、スタフォードシャー

というロンドンから１時間ぐらい行ったところに、ハズマ

ットに熱心なアンビュランスの人たちがいる所を調査する

とよい。 

－ 

３６ 分科会 
（第２回） 

○イギリスのハズマット専門官まではいかないかもしれな

いが、それぞれＮ、Ｂ、Ｃ、Ｒに関して、日本中毒情報セ

ンター、放射線医学総合研究所、感染症研究所等がいろい

ろセミナーを行っているので、そういうセミナーをうまく

活用をして、専門官の芽を育てていくべき。特に消防には、

特殊災害課程を立ち上げられているので、特殊災害課程を

もう少し専門に上げるような課程のアプローチをかけてい

くべき。 

－ 
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